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・

:

経
済
學

藩
士

道

徳

的
債

値

判

漸

郡
襯
ス
ミ

ス

の
思

想

・
・
注

學

土

留

國

論

の
研
究

方

法

に
就

き

て

・
:

・
・
法
華
博
士

ス
ミ

ス
ご
コ
ソ
ヂ
ア
ソ
ク
と

の
僧

位

論

:

・
法
學
博
士

ス
ミ

ス

の
所

謂

「
眞

實

の
偵
格

」
に
つ
い
て

・
注
學
博
士

ス
ミ

ス

の
債
格

論

と
分

配
論

・
:

・
:

経
濟
學
士

ス
ミ
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自

然

主

義
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芝
自
由
政
策
の
見

地

・
法
學
博
士

ス
ミ
ス
の
肯
像
・筆
蹟
・国
富
論
初
版
扉

・記
念
會
寓
眞

ス

ミ

ス

の

自

由

放

任

論

の
特

徴

・
・

ス

ミ

ス

の

自

由

貿

易

観

:

:

・

.

ス

ミ
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封

植

民
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策

・

・
:

:

ス

ミ
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租
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則
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・
・
・
…

ス
ミ

ス
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債

論

・
・
:
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:

ス

ミ
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浪
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纒
濟

學

・
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製
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経
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論
}

叢

ス
ミ
ス
の
個
格
論
ご
分
配
論

策
十
八
巻

(第

一
號

一
五
二
)

一
五
こ

ス
ミ
ス
の
慣
格
論

亡
分
配
論

谷

口
.

吉

彦

目

家

て

側
略
論
及
び
分
配
論
の
地
位

二
「
分
配
の
方
法
及
び
比
例

こ
佃
絡
諭

三
、
佃
酪
の
罹
成
部
分
ミ
分
配
論

四
、
結

論

一

領
格
論
及
・び
分
配
論

の
地
位

『
諸

國
民

の
冨
』

の
第

一
篇
は
、
國

冨
の
根
源
た

る
勢

働

の
質

的
状
態
を
規
制
す

る
條

件

に
就

い
て
、
研
究

せ
る

も

の
で
あ

っ
て
、

ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
輕

濟
理

論
に
於

て
は
、
最
も
重
要

な
る
部
分
を
占
む

る
も

の

、

一
で
あ
る
。

而

し
て

ス
ミ
ス
に
從

へ
ば

、
勢
働

の
質

的
歌
絵
を
左

右
す

る
諸
候

件

の
中
、
最

も
重
要
な

る
も
の
は

分
業

で
あ

る
。

從

っ
て
第

　
篇

に
於

て
は
、
勢
働

の
生
産
力

を
増

大

せ
し

鞭
る
最
大
條
件

・こ
し
て
、
最

初
の
三
章

に
於

い
て
分
業

を
論
じ
、
.之
を
以

っ
て
所
謂
生
産
論
を
構
成
し
た
。
併
し
乍
ら
、
分
業
に
依
る
生
産
i

富
の
敢
會
的
生
産
一

,



,

は

、
そ
れ
自
身

に
於

て
成

立
し
得

る
も
の
で
な

い
。
肚

會

主
義

的
肚
會

に
於
け

る
共
産
制

か
、
資
本

主
義
的
耐
會

に
於

け
る
交
換

制

か
、
公
有
制

度

に
律
ふ
配

分
制

か
、
私

有
制
度

に
伴

ふ
費
買

制

か
、
是
等

の
制
度

ご
共
存

す

る

こ
.し
な
く
し
て
は

、

分
業
は
耐
會
的

生
漆

の
櫃
軸

た
り

得

な

い
の
で
め

る
。
然
ら

ば
資

本
主
義

的
経
済

組
織

に
絶

罰

の
権
威
を
認

め
た

ス
ミ

ス
が
、
分
業
論

に
引
纏

い
て
交

換
を
論
ず

る
に
至

っ
た

こ
ε
は
、
極

め
て
自
然

で
あ
ら

う
。彼

れ
は
謂

ふ
、
『
分
業
が

一
度

元
金

に
成

立
す

る
時

は
、

人

の
欲
望

の
極

め
て
小

な
る
部
分
の
み

が
、

彼

れ
白

身

の
、労
働

の
生
産

物

し
依

っ
て
充
足

き
れ
得

る
に
過

ぎ

訟
。
彼

れ
の
勢
働

の
生
産
物

の
中
で
、
彼

れ
自

身

の
消
費

を
超
過
す

る
剰

隙
部

分
を
ば
、
他

人

の
勢
働

の
生
産
物

の
巾

で
彼

れ

の
必

要

ご
す

る
が
如
き
部

分
に
謝

し
て
、
ゲ

ヵ

し

へ

摸
す

る
.
一
S

に
依

っ
て
、
彼

れ
は
欲

躍
の
遙

か
に
大

な

る
部

分
を
充

足
す

る
。

か
く
の
如
く

し
て
、
各

人
は
交
換

歳
依

っ
て
術

す

る
。
即
ち
各
人
は
或
程
度
に
於
て
商
人

ε
な

っ
て
来
る
。
…
…
併
し
乍
ら
、
分
業
が
最
初
獲
達

へ

む

の

し
初

め
た
時

に
は

、
此

の
交
換

の
力

は
、

大

に
共

の
作

川

を
妨

害

せ
ら

れ
、
錯
齪

さ
れ
ね
ば
な
ら

楓
…
…
』
ご
。

か
く

て
物

々
交

換

に
伴

ふ
不
便
を

論
じ
た

る
後

、
『
か
く

の
如
き
状
態

分
不
便

を

避

く
る

僑

め
に
、
分
業

の
最

初

の
成
立
以
來
、
肚
曾
の
各
時
期

に
於
て
』
交
換
を
容
易
な
・ら
し
む
る
の
方
法
一

貨
幣
の
獲
明
1

が
、
自
然

に
起

り
来

る

二
ぐし
を
謂

ふ
。
即
ち

ス
ミ

ス
に
從

へ
ば

、
生
産

力
進
歩

の
原
因

ご
し

て
の
分
業

の
獲
達

は
、
交

換
制

の
装
逮

に
依

っ
て
僚
件

づ
け
ら

れ
る
。

マ
ル
ク

ス
が

其

の

「
経
済
學
挽

割
」

に
於

て
、
『
個
人
的
交
換

が
、

奇
叢

論

濃

ス
ミ
ス
の
領
林
論
ミ
分
配
論

…第
十
八
巻

(第

「
號

一
五
三
)

一
五
三

ユ)WealthofNations,Bl一.1,Ch.IV,(Calmans'ed.Vol.1,,.2a)
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論

叢

・
ス
ミ
ス
の
便
格
論
竃
分
配
論

綾
十
八
巻

(第

　
號

一
五
四
)

一
五
購

・

の

を
意
味
す

る

こ
ご
は
夏

理
で

あ
る
が
、
分
業

が
個
人
的

交

換
を
意
味
す

る

ご
主
張
す

る
は
誤
謬

で
あ

る
』

ド
}批
誇
.

せ
る
が
如

く
、
交
換
は
必
ず

し
も
分
業
を
條
件

づ
け
る

も
の
で
は
な

い
が
、
面

し
資
本

主
義
的
経
済

組
織
を
以

っ

て
、

一
個

の
自
然
現
象

ε
観

じ
た

ス
ミ

ス
は
、

分
業
論

よ
り
延

い
て
、
交

換
方
便

ε
し
て
の
貨
幣

を
論
じ
、
更

に

「

進

ん
で
、
交
換
制
に
俘

ふ
所
の
現
象
一

交
換
償
嬉
叉
は
慣
格
1

の
研
究

に
入
る
。
日
く

『
貨
物

ご
貨
幣
、
若

く
は
貨
物
相
互
の
間
に
交
換
を
な
す

に
當
り
、
人

々
が
自
然
に
守
る
所
の
諸
法
則
は
何
か
、
余
は
進

ん
で
吟
味
せ

、

、

、

、

野

ん
己
す

る
。
是
等

の
諸

法
則
は
、
貨

物

の
相
罫
儂
値
若

く
は
交
換
櫃
値

ε
謂
は

る

、
所

の
も
の
を
決
定
す

る
」
・し
。

交

換
償
値
即

ち
償
格

な
る
も
の
は

、
交
換
制

に
即

し

て
存

在
す

る
も
の

で
あ
り
、
既

に
分
業

ε
交
換
制

ε
を
以

っ
て
不
可
離

の
關
係

に
在

る
も

の
ε
観

た
る
以

よ
、
貨

幣
論

に
続

い
て
償

緒
論
を
取

扱
ふ
は
、
蓋

し
嘗
然

で
あ
ら

う
。

元
来
貨

幣
及

び
慣
格

に
閲

す

る
問
題

は
、
今

日
普

通

に
交
換
論

の

一
部

ε
し

て
取
扱
は

る

、
所

な

る
が
、
此

黙
は

ス
ミ

ス
に
於

て
も

亦
同
様

で
あ

っ
て
、
然

る
が
故

に
其
は

分
業
論

に
引
継

い
て
攻
究

せ
ら
れ

把

の
で
あ

る
。

唯

ス
ミ

ス
の
交
換
論

に
就

て
注
意
す

べ
き
は
、
其

が
生

産
論

ε
鋤
等

の
地

位

に
於

て
分
立

せ
.る
に
あ
ら
す

し

て
、

分
業

論

に
附
踊

し
、
生

産
論
の

一
部
門

ε
し
て
存

在
す

る
の

↓
事

で
あ

る
マ
暴
れ
彼

れ
の
研
究

に
於

て
、
交

換
な

る
も

の
が
、
萢
接

に
は
顯
著

な

る
注
意
を
喚
起

せ
す
、

ま
た
交
換

論
な

る
名
目

が
、
彼

れ

の
著
述

に
於
て
獲
見

せ

ら

る

、
能
は

ざ
る
所

以

で
あ
ら
う
。

2)

3)

KarlMarx,CritiqueofI)oliticalEconomy,か.68.

WealthofNationsBk.」,Ch.IV,p.30.



、
.

、

借
て
、
国
民
の
冨
の
第

一
條
件
だ
る
勢
働

の
質
的
状
態

ご
、
其
の
第
二
條
件
陀
る
勢
働

の
量
的
歌
態
ε
の
研
究

は
、
彼
れ
の
理
論
の
主
要
な
る
部
分
を
構
成
す
る
も
の
な
る
が
、
此
の
二
つ
の
研

究

-

第

一
篇
及
び

第
二
篇

ヤ

ヤ

ー

は
、
何
れ
も
冨
の
生
産
に
關
す

る
も
の
な
る
こ
ε
が
、
先
づ
注
意
を
要
す

る
。
即
ち
彼
れ
の
根
本
思
想
を
展

開
し

だ
る
経
済

理
論
ば
、
大
膿

に
於
て
生
産

諭

に
属

す

べ
き
も

の
で
、

分
配
論

は
、
理
論

上

こ
れ
な

か
る

べ
き
筈

で
め
る
。
殊

に

ス
ミ
ス
に
あ

っ
て
は
、

一
個

の
経
済

艘

ε
し
て
の
国
民

が
、
全
膣

ε
し
て
、
或

は
富
裕

`
な

り
或

は
貧
窮

ご
な

る
こ
・ヒ
を
問
題

ご

し
π
の

で
あ

っ
て
、

国
民

各
個
人

の
間

に
貧
富

の
懸

隔
を

生
す

る
こ
ε
は

、
彼
れ

に
あ

っ
て
は
多
く
問
題

ε
な
ら

な

か

っ
た
。
蓋

し
彼

れ
の
思
想

に
從

へ
ば
、
・個
人

の
富

の
集
積

は
　肛
會

の
富

で
あ

り
、
各

人
の
富
は
国
民

一
般

の
路
を
成

す
も

の
な
る

が
故

に
、
今

日
の
費
際

に
槻

る
が
如

き
、
国
民
全
罷

ε
し

て

は
富
裕

を
極

む

る
も
、
大
部

分

の
國
民
各
個

入

ご
し

て
は

、
貧
窮

に
苦

し
む

ご
い
ふ
状
態

は
.、
彼
れ

の
殆

ん
ご
注

意

せ
ざ
り
し
所

で
あ

っ
た

か
ら

で
あ
ら
う
。
即

ち
此

の
黙

よ
り
見

る
も
亦
、
彼

れ
の
経
済

理
論
は
圭

ε
し
て
生
産

論

で
あ

る

べ
く

、
其

の
政
策

は
主

ぜ
し
て
生
産
政

策

で
あ
る

べ
き
讐
で
、

分
配
論
及

び
分
配
政
策
は
、
彼

れ

の
論

策

の
正

系

に
は

、

こ
れ
な

か
る

べ
き
筈

で
あ

る
ε
考

へ
ら

る

、
。

然

る
に

ス
ミ
ス
は
其

の
著

の

『
賭
論
」

に
於

て
、

第

一
篇

の
論
題

に
就

て

述

べ
て

謂

ふ
、
『
静
観

の
生
産

力

に

於
け

る
此

の
進
歩

の
諸
原

因
、
及

び
勢
働

の
生
産
物

が
、
振

り
て
以

っ
て
肚

曾
の
種

々
な

る
階
級
及

び
歌
態

の
人

へ

も

の

和
の
聞

に
、
自
然
的

に
分
配

さ
る

、
所

の
順
序

が
.
此

の
研
究

の
第

一
篇

の
題
目
途
成
す
」

,し
。
次

い
で
彼

れ
は

編

畿

ス
ミ
ス
の
偵
格
論
ε
分
冊
論

第
十
入
巻

(第

一號

一
五
五
)

一
五
玉

4)ibid、Introductionandplanofthework.P.2.

降



識

叢

ズ
ミ
ス
の
便
略
論
ε
分
配
論

策
十
八
巻

(第
「
號

一
五
大
)

一
五
六

叉
、
第

一
篇

の
冒

頭

に
於

て
も

、
殆

ん
ざ
之

ε
阿

じ
意
味

の
標

題
を
掲
げ

て
居

る
が
、
是
等

に
よ
り

て
見

れ
ば
第

一
篇

に
於

て
は
、
生
漆
論

・し
共

に
、
若

く
は
生
産
諭

ド
　樹

立
し

て
、
分
離
論

を
も
論
議
す

べ
き

こ
・し
セ
暗
示

し
て

居

る
、

キ
ヤ
ナ

ソ
漱

授
も
此

の
黙
を
指
摘

し

て
、
『
初

め
.て

「
諸
国

民

の
鰭
」
を
譏

る

に
至

つ
定
所

の
談

者
は

、
第

一
篇

の
標
題

に
依

っ
て
、
其

が
二

つ
の
部

分
-

第

】
ば
勢
働

の
生
産

力
を
取
扱

ひ
、
而

し
て
第

二
は
其

の
生
産

物
が

分
離

さ
る

＼
所

の
方
法
を

取
扱

ふ
部
分

1

に

分
る

、
を
見

ん
ご
、
自

然

に
豫
期

さ
せ
ら

る

、
で
あ
ら

う
。

然

る
に
譲
者

の
期

待
は
、
各
車

の
標
題

を
通
観
す

る

に
及

ん
で
弱

め
ら

る

、
で
あ

ら
う
」

ε
謂

ふ
。
今
試

み

に
、

第

一
鴛
各
車

の
標

題

札
就

て
観

る
塒

は
、
第

一
章

よ

り
第

三
章

に
至
る
最
初

の
三
章
は

分
業
論

に
庸

し
、
第

四
章

よ
り
第
七

草

に
至

る
四
音
学は
、
貨

幣
及

び
横
路
を
論

じ
、
第
八
章

よ
り
第
十

一
章

に
至
る
最
後

の
四
蹴県
に
於

て
、

勢
賃

利
濁
及

び
地

代
が
論

憾
ら

れ
て
居

る
。
勢
働

の
質

的
状

態
を
諭
す

る
・し
彼

れ
自
ら
謂

ふ
所

の
此

の
第

「
篇

に

於

て
、
本
論
…傷
分
業
論

に
引
続

き
、
貨

幣
及

び
儲
格

が
論
ぜ

ら

る

＼
に
至
り

し
所
以

に
就

て
は
、
既

に
述

べ
た

る

所
な
る
が
、
然
ら
ば
最
後

の
算
賀
利
潤
及
び
地
代
-

所
謂
分
配
問
題
!

が
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
此
の
篇

に
存
在
す

る

こ
ε

、
な
り

し
か
、
以
下
此

の
黙

に
就

き
吟
味

せ
ん

ε
す

る
も

の
な

る
が
、

兎
も
角
『
諸
国

灰

の
冨
」

の
緒
論
茂

び
第

一
篇
の
標

題
、
並

び
に
各
車

の
標
題

を

　
督

し

た
る
所

で
は
、
分
配
論

は
、
此

の
鴛
、の
主

要
な

る

題

目

ε
し
て

、
生
産
論

ご
離
れ

て
凋
立

に
存

在
す

る

で
あ
ら

う

ご
想
際

せ
し
む

る
に
足

る
も

の
が
あ
る
。
果

し
て

然

ら
ば
、
此

の
事
-

第

】
篇

が
生
産
論

ε
分
配
論

よ
り
成

る

一し
い
ふ
専
一

は
、
余

が
嚢

に
述

べ
た

る
所

よ
り

臨時円増尾

.

V血
・
㎞加

・
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!

観

て
、
甚

だ
奇
怪

ご
す

べ
き

も
の

＼
様

に
見

え

る
。
蓋

し
彼

れ

の
根
本

思
想

よ
り
展

開

さ
れ
た

る
経
済

理
論
は

γ

大
慌

に
於
て
生
産

論

に
限
ら

る

べ
き
も

の
で

あ

っ
て

、
分
配
論
は
理
論

上

こ
れ
な

か
る

べ
き
筈

で
あ
る

か
ら
。

催

て
、
分

配
論

に
臆
す

る
労
賃

利
潤
及

び
地

代

に
閲

す

る
研

究
が
、
如
何

な

る
意

味

に
於
て
第

一
篇

に
存
在
す

る
こ
♂こ
、
な

っ
た
か
P
此

の
黙
を
吟
味
す

る

に
は
勢

ひ
彼

れ
の
償
略

論
を

一
瞥

せ
ね
ば
な
ら

の
。

儂
略

論

に
於

て

ス
、、、
ス
が
問
題

ε
し
た
る
は
、
『
第

一
に
、
交
換
債
値

の
眞

實

の
尺
度
は
何

か
、
若

く
は

総

て

の

商

品

の
夏

實

の

償
幣
は
何

に
存

す

る
か
、
第

二
に
、
此

の
眞
實

の
償
幣

が
構
成

さ
れ
、
若
く
は
作

り
上
げ
ら

る

、
所

の
種

々
な

る

諮
部
分
は
何

か
、
最
後

に
,:
…
商
品

の
市
根
物
償
格

若
く

は
實
際
…償
格

が
、
置
ハ
の
自
然

償
幣

蓬
謂

は
る
・、
所

の
も

の

ε
、
正
確

に

一
致
す

る
こ

ε
を
紡

ぐ

る
所

の
諸
原

因
は

付

焼
」

の
三

周
麗
な

る
が
、
分
配
諭

ε
關
係

あ

る
は

.
此

,
の
中

の
第

二
及

び
第
三

の
問

題
で
あ

る
。
即
ち
償
格

の
成

立
及

び
攣
動

に
關

す

る
問
題

を
研
究

し
た
る
結

果
、
自

然

に
分
配
論

に
進

入
し
π
る
も

の
で
、
僧
幣
論

の

一
部

ご
し
て
分
配

問
題
が
論

憧
ら

る

＼
に
至

っ
た
の
で
あ

る
。

A
-
右
の
次
第

を

ス
ミ
ス
の
吉
葉

に
就

て
論

讃

せ
ん

に
、
彼

れ

に

從

へ
ば

、
「
あ
ら

ゆ
る

肚
會

に
於

て
、
あ
ら

ゆ

る
商

品
の
償
格

は
、
結

局
是
等

(勢
賃
利
潤
及
び
地
代
)
の
何

れ

か

一
つ
若

く
は
総

て
に
分
解

せ
ら

る

、
。

而

し
て
あ
ら

ゆ
る
進

歩

し
た
る
胤

會
に
於

て
は

、
三
部
分

の
継

て
が
、
多
少

に
絢
ら
す

、
苗
齢

の
遙

か

に
人

な

る
部

分
の
償
格

の
構
成
部
㌔分
を
成

す
」

も

の
で
あ

っ
て
、
成

る
商

品
の

償
椿
が

、
是
等

=
、部
分

の
昏

々
の
自
然

牽

に
從

っ
て
支
佛

ふ
に
足

る
も

の
な

る
塒

は
、
其

は
其

の
商

品

の
自
然
償

栴

で
あ

る
。

而

し
て
自
然
横
構

そ

の
も

の
ば

.
其

の
冬
構

論

叢

ス
ミ
ス
の
傾
終
講
ミ
分
配
論

策
十
八
巻

(第

「號

一
五
七
)

一
.五
七

6)We 、ilthofNations,Bk.1,C.h.IV,p,30.

7)ibid・,Bk .1,Ch.VI,P.52.



、

論

濃

ス
ミ
ス
の
佩
楯
論
ご
分
配
甜

錫
十
入
巻

【頻
「
凱

一
五
八
)

噌
.玉
入

成
部

分

の
自

然
傘

ε
共

に
攣
化

す
る
。
而

し
て

『
め
ら

ゆ

る
就

會

に
於

て
.
此

の
牽
は

、
肚

曾

の
境
遇

に
從

っ
て

:
己
:
攣
化
す

る
]
も
の
で
あ

っ
て
、
「
[是
等
種

々
な

る
鍵

化

の
原

因
を
ば
、
田

家

万
丈

け
詳

細
且

つ
明
瞭

に
説

明
せ

ん
』

ε

し
た
も

の
が
、
即

ち
第

八
章

以

下
の
所

謂
分

配
論

ε
構

せ
ら

る

、
部

分
の
内

容
を
成
す

に
至

っ
た
の
で
あ

る
。
既

に
商
品

の
償
絡

は
、
勢
賃
利
潤
及

び
地

代

の
三
部

分
に
野
解
せ
ら

る

一じ
考

へ
た
る

ス
.・、
ス
が
、
償
格

に
就

て
更

に
立
ち

入
b
た
る
説
明
を

な

さ
ん

ε
せ
ば
、
勢

ひ
是

等

の
三
部
分

に
就

て
詳
論
す

べ
き
は
當
然

で
あ
り
、
從

っ
て
此

の
部

分

の
研
究
-

即

ち
分
配
論
は

、
債
格

論

の
連
続

で
あ
噂

、
且

つ
ス
ミ
ス
の
趣
旨

よ
b
す

れ
ば

、
其

は
實

ば
分
配
を
論
じ
た
も

の
で
は
な
く

て
、
自

然
.儂

柊
愛
動

の
埋
没
を
究

め

π
も

の
で
あ

る
。
暴

れ
彼

れ
の
分
配

論

が
、
直
接

に
は
償
篠
論

の

一
部
を
成

し
、
間
接

に

は
生
産
論

に
包
含

せ
ら

る
ご
徹

す
所

以
で
あ

る
。

要
す

る
に

『
諸
国
氏

の
富
」

に
於

て
は

、
分
配

に
關
す

る
問

題
、
即

ち
労
賃

利
潤
及

び
地

代

に
就

て
は
、

比
較

的
詳
細

に
論

議

さ
れ

て
は

居

る
が
、
而

し
其

は
分
配

問
題

ε
し
て
猫

立

の
目

的
を

以

っ
て
研

究

さ
れ
た

る
も
の
で

は
な
く

て
、
他

の
問
題

に
附
随

し
て
そ

の

一
部

ε
し

て
論

せ
ら

れ
た
も

の
で
め

る
。
而

し
て
此

の
事
は

、
既

に
述

ぶ

る
が
如
く

、

ス
ミ
ス
の
理
論

か
ら
は

、
極

め
て
當

然

の

こ
ε
の
様

で

め
る
。

か
く

の
如

く
し

て
、

ス
・、
ス
の
所

謂
分
配
論
は

、
標
題

の
上

に
於

て
形
式

上
は
極

め
て

重
要

な

る
獺
…立
的
地

位
を
占

む

る
に
拘
ら
す

、
本
文

の
上

に

於

て
内
容
上

は
軍

に
附
随

的
地

位
を
青

む

る

に
過

ぎ
す

し

て
、
之

に
分
配
論

ε
1
1そ

の
意
義

を
與

へ
て
居
な

い
。

以
上

の
所

論

に
從

っ
て
、
第

一
篇
を
表
解
す

る
な
ら

ば
、
次

の
如

き
も

の
ぜ
な

る
。

8)二b}d,Bk.1,Ch,VII,p・65・

」9)ibid.,Bk,1.C6・VII・P・65・
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第 形

式

上

を
　

ト
リ

ー
副ゴ

1

内

容

L

生

爽

『

竺

莫一
分

配一

'

第 第

章 章
ゴ い募『

業

讃

生霧

産轟
論_一

実

饗　　濃
舞

鶴

)
論

..
,
.
.
.
.,
一

便
格
3

r

座
論

》交

換

論
」

蜘鍵

分 、

配 、

論
}

分
配
の
方
法
及
び
比
例
と
債
務
論

ド

姑

く

ス
.、、
ス
の
意
圓

を
離

れ

て
、
假
り

に
」分
配

に
關

す

る
彼

れ

の
論
議
を
以

っ
て
、
其

の
分
配
諭

こ
な
す
な
ら

ば
、

其

は
分
配

に
關
す

る
如
何

な

る
問
題
を

論
じ
た

る
も

の
な

る
か
P

分
配
の
方

法

か
、

比
例

か
、

若

く
は
分

配

の
内
容

を
な
す

バ.
き
實
鵤

を
論
じ

た
る
も
の

か
P
此

の
黙

に
就

き
、
彼

れ
自
身

の

謂

ふ
所

起

從

へ
ば

、
「
第

一

セ

に
説

明

せ
ん
ご
努

む
る
所
は

、
勢
賃

の
牽
を

自
然
的

に
決
定
す

る
所

の
諸
事
情
は

何
か
:
…

・第
二

に
示
さ

ん
ご
努

盤
.
叢

ス
..-「ス

の
徴
略
論
ご
分
配
験

第
十
入
巻

(第
一
競
.
.」五
九
)

[
五
九



F
.

論

叢

洛
.-三

の
慣
略
論
ξ
分
配
論

賛

+
八
鵜

(笙
.
號

一
六
9

=
ハo

む

る
所
は

、
利
潤

の
牽
を
自
然

的
に
決
定
す

る
所

の
諸

事
情

ば
何

か
、
」
第

三
に

各
産
業

曲
に
於

て

勢
賃

及

び
利

潤

の
相
違
す

る

「
比
例
4,
左

す

る
断

の
総

て
の
種

々
な
る
事
情
、」

最

後

に

「
土
地

の
地

代
を

左

右
す

る

…
…

動

あ

ヘ

ヤ

.

諸

事
情

は
何

か
』

ε

い
ふ
問
題

、
要

宿

せ
ば
、
資

本
主
義
釣
瓶

會

に
於
け

る
勢
賃

利
潤
及

び
地

代

の
自

然
率
が
如

何
な

る
事
情

に
依

っ
て
決

定

せ
ら

る

、
か
の
問
題

で
あ

る
。
即

ち

分
配

の
比
例

を
論
ず

る
も
の

で
あ

ヶ
て
、
此

の

事
は

、
更

に
是
等

各
車

の
内
容

に
依

っ
て
賞

讃

せ
ら

る

、
の
み
な

ら
す

、
既

に
述

ぶ
る
所

の
彼

れ
の
理

論

に
於
け

る
分
配
論

の
存
在

理
由
よ
19
し

て
、
當
然

に
然

る

べ
き
も
の
で

め

る
。

然
ら

ば

分
配

の
方

法
着

く
ば
過
程

に
關
す

る
問

題
は
、

ス
ミ
ス
の
全
く
看
過

し
だ
る
所

で
あ
ら

う
か
P
既

に
述

・
・
が
㌍

、
『纏

及
・
第

廃

艦

・
・
、
『欝

霧

が
、
櫨
・
て
以
・
て
肚
會
・
種
　

・
∴

へ

も

級

及

び
状
態

の
人

々
の
同

に
、
自
然

的
に
分
配

さ
る

、
所

の
順
序
」

な

る
交
角
を
獲

見
す

る
が

、
此

の

『
分
配

さ

田

ミ

所
の
順
序
」
な

・
も

の
は
・
分
配
の
方
法
若
く
蟻

撃

意
味
す
る
・
昌

明
ら

か
で
あ
る
・
然
し
乍
ら
・

"

ス
ミ
ス
が
、
明
瞭

な
る
意

識

の
下

に
、

か
、
る
特
別

の
意
義
を

附
し
た

る
か
は
疑
問

で
あ

っ
て

、
彼

れ
が
指

示

し

以

を

鰹

・
詠

分
は
、
盆

の
方
法
を
論
誓

も
の
で
ぱ
穿

、
却

つ
雰

配
の
比
例
を
論
ず
る
も
の
な
る
こ

…

こ
、
既

に
述

ぶ
る
が
如

く

で
あ

る
。
果

し
て
然
ら
ば

、
彼

叫
は
藪

に
、

二
重

の
矛

盾
を

免

れ
ざ
る

こ

ε

、
な

る

切

が
、
此

の
黙
は
姑

く
別
町

題

こ
し
て
、
彼

れ
は
所

謂
彼

れ
の
分
配
論
以
外

の
場
所

に
於
て
、
分
配

の
方

法

に
就

て
、

川

慈

す

べ
き
論
議
を
試
み
て
居
・
。
彼

段

笙

篇

奨

章
に
於
て
、
『商
・叩
の
償
絡
の
構

成
零

歳

正

述
.

期

'



べ
た

る
後

、
此

の
章

の
後

孚

に
入

っ
て
謂

ふ
、
「
個
別

的

に
考

ふ
る
な
ら

ば
、

あ
ら

ゆ

る

特

定
商
品

の
慣
幣
若

く

は
交
換
領
値
は

、
是
等

の
三
部

分
(労
賃
利
潤
及
び
地
代
)
の
何

れ
か

「
つ
若

く
は
総

て

に
舜
解

さ
る

、
の

で

め

る

か

〆

ら

、
そ

こ
で
綜
合
的

に
考

ふ

る
な
ら
ば
、

あ
ら

ゆ

る
国
家

の
勢
働

の
年

々
の

全
生
産

物
を
成
す
所

の
絡

て
の
商

品

は
、
同
様

の
三
部

分
に
分
解

さ
れ

ね
ば
な
ら

楓
。
即
ち

国
家

の
種

々
な

る
住

民

の
間

に
、
或
は

勢
働

の
賃

己
.こ
し

て

か
、
或

は
資
本

の
利
潤

ε
し
で

か
、
若

く
は
土

地

の
地

代

ε
し
て
、

分
割

さ
れ

且

つ
分
配
さ
れ

ね
ば
な
ら

楓
。

め
ら

ゆ

る
肚

會

の
労
働

に
依

っ
て
年

々

に
蒐

集

さ
れ
生

産

さ

る

、
も

の

、
全
艦

、
若
く
は
、同
じ
事

で
め

る
厨

の
其

、

、

・
.

勒

の
全
償
値

は

、
此

の
方
法

に
依

っ
て
根
源

的

に
其

の
泄

會

の
種

々
な

る
成
員

の
間

に
分
配

さ
る

、
」

ε
。
此

は
疑

も
な

く
、
分
配
の
方
法
を
論

じ
た
も

の
で
あ

っ
て

彼
れ

に
從

へ
ば

、
商
品

の
領
幣

が
三

部
分

に
分
解

さ
る

、
こ

ご
に
依

っ
て
、
.肚

曾

の
富

は
、
先

づ
勢
働
者
資
本

家

及
.ぴ
地
主

の
三
階

級

に
分
配
さ

る

、
の
で
あ
る
。
即

ち

ク
ラ

ー
ク
の
所
謂

ヨ
巴

…
〈
匠
o
コ
を

論

じ
た

も
の

で
、
嬢
o
毛

高
く
窓
8

及

び

。。=
げ
びq
「o=
℃
亀
く
巨
8

に
就

て
は
、

ス
ミ

瑚

ス
の
禾

だ
考

へ
及

ば
ざ
り

し
所

で
あ

る
。

か
く
の
如

く
し

て
分
配

の
比
例
及

び
方
法

に
關
す

る
論
議
は

、
何
等

形
式

上

の
連
絡

な
く
、

個

々
狸

立

に
論
述

さ
れ
て
居

て
、
両

者

の
中
間

に

『
自

然
償
格
及

び
市

場
償
絡

に
就

て
」

論
ず

る
第
七
章

が
介
在

し
.
そ

の
所

論

の

結
果

ε
し
て
、
第

八
章
以

下
は
、

分
配

の
比

例
を
論

ず

る
に
も
拘
ら
す

、
儂
格
論

の

↓
部

ε
し

て
存
在
す

る
こ
ε

、
な

っ
た
の

で
あ

る
。
併

し
乍
ら

、
既

に
述

ぶ
る
所
.
に
依
り

て
明
ら

か
な

る
如

く
、
而
老

儒
共

に
.
『
贋
格

の
溝
成

論

叢

ス
ミ
ス
の
慣
略
論
ε
分
配
諭

第
十
八
巻

〔第
』
號
.
一六

=

「
六
一

13)Ibid.,B,(.1,Ch.VI,P.54.

14)Clark,TheDistributionof .Wealth.



眺鯛

叢

ス
ミ
ス
の
慣
緒
論
ぞ」
分
配
論

窮
十
八
巻

(第
回
號

「
占八
二
、

一
{八二

部
分
」

な

る
共

同

の
源
泉

よ

る
流
れ
田

で
た

る
二
支

流

で

あ

っ
て
、
分
配

の
方
法

が
諭

せ
ら

る

、
に
至
り
し
理
論

上
の
原

因
も
、
分

配
の
比
例

が
諭

せ
ら

る

、
に
至
り
し

理
論
上

の
原

因
も
、
等

し
く
償
縮

の
講
成
部

分
な

る

一
思

想

に
在

る
。

以
上
述

ぶ
る
所

に
依

れ
ば
、

ス
ミ
ス
に
於

け

る
分
配

に
關
す

る
論
議
は
、

何
れ
も
其

の
贋
格
論
を

前
提

ε
す

る

も

の
で
あ

っ
て
、

分
配

論
は
其

の
結
果

ご
し
て
現
は
れ

て
居

る
。
併

し
乍

ら
此

の
事
は

後

に
述
ぶ
る
が
如

く

、

必
ず

し
も
、
彼
れ

に
於

て
、
贋
格

の
決
定

が
分
配
準

の
決

定
に
先
だ

つ
も

の
あ

る
こ
ε
を
意
味

し
な

い
。
資

本
主

義

的
脛

濟
組
織

の
下

に
於

け
る
あ
ら

ゆ
る
経

済
現
象

を
以

っ
て
、
動

か
す

べ
か
ら
ざ

る

一
の
自

然
現
象

ε
観

念

し

た
彼

れ

に
ε

つ
て
は
、
此

の
組
織

の
下
に
於

て
行
は

る

、
分
配

の
自

然
率
に
甥

し
て
、
疑

念
を
懐

く
が
如

き

こ
ご

は
あ
り
得
な

い
。

即
ち
彼
れ

に
從

へ
ば
、
『
あ
ら

ゆ
る
肚
會

若
(
は
其

の
附

近

に
は

、

勢
賃

及

び

利
潤

の
通
常
牽

若

く
は
平
均
率

が
あ

る
。
.此

の
牽

は

…

・・
.一
は

忙
會

の

一
般
状

態
に
依
り
…

・
.・、

一
は
各

々
の
仕
事

の
特
別

の
性

瑚

質

に
依

っ
て
左

右
せ
ら

る

、
」

も

の
で
あ

っ
て
、
此

は

叉
其
れ
等

の
自
然
牽

ε
も
謂

は

る

、
。
而

し
て
商
品

の
優

格

が
、
是
等
各

々

の
自

然
率

に
網
當

す

る
場

合

に
、
之
を

以

っ
て
其

の
自
然

償
格

ξ
徹
す

も

の
嫁

る
が
故

に
、
自

然
償
格
は

、
.分
配

の
自
然

率

に
依

っ
て
制
約

せ
ら

る

、
も

の
で
あ
る
。
即
ち

ス
ミ
ス
に
從

へ
ば

、
資
本
主
義

的
経

済
組
織

の
下

紅
於

て
行
は

る

、
所

の
分
配

の
自
然

率

が
、

債
幣

を
決

定
す

る
條

件

ε
な

る
も
の
で
あ

っ
て
、
形
式

上

に
は

儂
格
論

を
前
提

ご
す

る
彼
れ

の
分
配
論

が
、
貴

賓

上
に
は
其

の
贋
格

論

の
前

提

じ
な

っ
て
居

る
。

、

15)Wealti、ofNations,BIく.1,Ch,VILp.57



三

賀
格
の
辮
威
部
分
と
分
配
論

債
値

76
至
償
格

に
關

す

る

ス
ミ
ス
の
所

論
は
、
彼

れ

の
理
論
中

、
最

も
不
完

企

に
し
て
不

明
瞭
な
り

ε
せ
ら

る

、
所
な

る
が
、
想

ふ
に
此

の
事
は

、
必
ず

し

も

ス
ミ

ス
の
不
明
を
示
す

も
の

で
は
な

く
、
偶

々
彼

れ
が

、
絡

て
の

、

問
題

に
鍋

し

て
、
徹
底

し
た

る
観
察

ε
、
根
本

的

の
思
索

を
加

へ
た
る

一
議
左

ご
敬
す

べ
き
も

の
で

め
ら

う
。
彼

れ

は
先

づ
第

　
に
、
償
値

ご
勢
働

ε
の
間

に
、
密
接

な

る
關
係

の
存
す

る
こ
ε
を
親

だ
る
が

、
遂

に
最

後

に
至

る
ま

で
之
を
支
持
す

る
こ
ご
能

は
す

し

て
、
投
下

勢
働

に
代

ふ
る
に

立
配
勢
働
を

以

っ
て
し
、
労
働

債
値

説
を
去

っ
て

生
産

償
格
説

に
就

い
た
。
即

ち

マ
ル
ク

ス
の
批

評

せ

る
如

く
、
『
ア
ダ

ム
・
ス
ミ

ス
は
確

か
に
、

一
商
品

の
儂
値

を

ば
、

そ
れ

に
含

ま
る

、
勢

働
時
間

に
依

っ
て
決
定

し

た
が
、
併

し
彼

れ
は

、
此

の
原
理

の
實
際

の
適
用
を

ば

.
ア

ダ

ム
以
前

の
晴
代

に
押
し
や

っ
た
。

換
言

せ
ば
」
軍
な

る
商

品

の

見
地

よ
り
見

て

眞

理
な

り

ε

思

は

れ
た
も
の

リ

ヤ

み

し

が

、
資

本
、
賃
勢
働

、
地

代
其
他

の
よ
ヶ
高
度
な
.

よ
b
複
雑

な
形
式

が
起

り
來

る
や
否

や
、
.不
明
瞭

ε
な

っ
て

畑

來

把
』
.の
で
あ
る
、

藪

に
於

て
、

ス
ミ
ス
の
第

一
命

題

が
表
は
れ

る
。

あ
ら

ゆ

る
商

品
の
儂

格

は
、
勢
賃

利
潤

及
び
地

代

の
三

部

分

に
分
解
す

る
ε

の
命
題
は

、
そ
れ
自
身

に
於

て
、

必
ず

し
も
労
働
償
値
説

ご
矛
盾
す

乃
も

の
で
拡
な

い
。
就
會

的

に
必
要
な

る
勢
働
時
間

に
依

っ
て
決
定

さ
れ
た

る
僧
…値

は

、
支

漁
凝
労
働

の
償
値
郎
「ち
牌労
賃

ξ
、
不
批
勢
働
}
の
層
…

.

論

叢

ス
ミ
ス
の
個
略
論
ε
分
配
論
.

第
十
八
巻

(第

}
號

}
六
三
)

一六
三

16)KarlMarx,Critique{ifPoliticalL:conoai}・p、67.



訟踊

叢

ス
ミ
ス
の
摺
夙酪
論
ミ
分
配
論

第
十
八
侶

(第
[
號

】
山ハ四
V

一
↓八四
H

値

即

ち
剰
飴
債
値

ε
に
分
解

さ
る

、
。

マ
ル
ク

ス
も
謂

へ
る
が
如

く

、
『
地

代
は
、
地

主

の

手

に
入

る

前

に
、
借

地

入
即
ち
産
業
資
本
家

の
手

に
入
ら

ね
ば
な
ら

阻
。
.

・
從

っ
て
地
代

は
利
潤

ε
共

に
、
剰
蝕

償
値

の
構
成

部
分

に
過

ぎ
諏
。

・・…
そ
れ
故

に
、

ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
に
從

ふ
も
、
総

て
の
商

品
の
贋
施
は

.

可
攣
資
本

及

び
.剰

醗
償

恥

値

(<
+
冨
)
に
分
解

さ
る

、
」

の
で
あ

る
。

倦

て
、
藪

に
問

題

ε
な

る
は

、
商

口oo
の
債
値
が
果

し

て

く
+
冒

の
二
部

分

に
の
み
分
解

さ
る

、
も
の
な
り
や

、

も

マ

ら

若

く
は
他

に
何
等

か
の
横
値

部
分
を
含
む

に
あ
ら

ざ

る
や

の

黙

に
み
る
。

ス
ミ
ス
自

身
も
、
「
労
働
者

が
原
料

に

、

、

、

、

、

、
.

ゆ

加

へ
た

る
償
値
は

、
此

の
場
合

、
・
二

つ
の
部

分

に
分
解
す

る
」

ε
謂

へ
る
を
見

れ
ば

、
原

料
の
贋
直

は

、
是
等

の

構
成
部

分
以
外

に
含
ま

る

、
様

に
見

え
る
。
「
例

へ
ば

穀
物

傾
絡

の
中

、

↓
部

分
は
地
主

の

地

代
を

支
彿

ひ
、
他

珊

の
部

分
は
勢
賃

…
…

を
支
彿

ひ
、
一;
-
而

し

て
第

三

の
部

分
が
、
農

業
家

の
利
潤

を
文
様

ふ
」

の
で
あ

る
が
、
併

し
此

の
場

合

に
も
亦

、
此
等

の
三
部

分
の
外

に
、
『
第

四

の
部

分
が
、

農
業

家
の
資
本
を

回
収
す

る
た

め
に
必
要

瑚

で
め

る
ご
考

へ
ら
.る

、
。
」
併

し
乍
ら

ス
ミ
ス
に
從

へ
ば

、
此

の
第

四
の
部
分

も
亦

.
結

局
は
同
様

の
三
部

分

に
分

'

解

さ
れ

る
。
即

ち

「
農
家

の
道
具
-一

例

へ
ば
勢
馬

の
如

き
一

そ
れ
自
身

も
亦
、
同
様

の
三

部
分

よ
b
成

る
。

助

共
の
馬
が
飼
養
せ
ら
れ
た
土
地

の
地
代
、

之
を
飼
養
す
る
勢
働
、

及
び
農
業
家
(飼
養
家
)
の
利
潤
是
で
め
る
。」
そ

れ
故

に
、
『
全
艦
の
償
縮
そ
の
も
の
も
、

直
接
に
か
間
接
に
か
、
地
代
勢
賃
及
び
利
潤
の
同
じ
三
部
丑
に
分
解
す

拗
る
」

ε
主
張
す

る
。

}　
21)

KarlMarx,DasKapital,Bd,工1,一Kap、X[X,S.345.
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併
し
乍

ら
此

の
事
は

、

マ
ル
ク
ス
も
謂

へ
る
が
如

く
、

一
の

「
遁
辞
」

に
過

ぎ
な

い
。
『
ア
ダ

ム
・
ス

ミ
ス
は
、

爾

ほ
此

の
外

に
、

生
産

に
清
費

さ
れ
π
る
生

産
財

の
傾

格
を
含

む

こ
だ
を
附

言
す

べ
き
を
忘
却

し
た
。

彼
れ
は
、

一
蓮

の
生

産
よ
り
第

二
の
生
産

へ
、
更

に
第

三

の
生
産

へ
ε
、
導

い
て
行
く
」

の
み
で
、
一
難
を
避

け

ん
♂
}し

て
、

他
難

を
導

い
た
も

の
で
め

る
。
此

の
如
き
遁
僻
は

、
最

後

に
於

て
勢
働

の
み

に
依

る
生
産
物

の
存
在

を
謹
明

せ
ざ

る
限
り
、
許

さ
れ
ざ

る
も

の
な

る
が
、
此

は
唯
概
念
的

に
の
み
許

さ
る

べ
き
事
項

に
過
ぎ

ね
で
あ
ら

う
。

此

の
如

く

ス
ミ
ス
が
.
不
攣

資
本

の
贋
値

分
を
逸

し
た

る
理

由
は

、
『
年

々
の
生
産

物

の

償
値

ご
、

年

々
の
贋

、

駒

値

の
生
産

ξ
を
同

醜
し
把
」

黙

に
存
す

る
様

で
あ

る
。

後
者

は
、
軍

に
其

の
年

に
於
け

る
勢
働

の
所

産

に
過

ぎ
な

い
が
、
前

者
は

、
之

に
加

ふ
る
に
、
其

の
生
産

に
要

し
た

る
生
産

財

の
便
喧

を
も
含
む

も

の
で
あ

っ
て
、
此

の
生

産
財

の
償
値
は

、
共

の
年

の
労
働

に
依

っ
て
生
産

若

く

は
複
生
産

せ
ら

れ
た
も

の
で
は
な

く
、
過
去

㊨
勢
働

に
依

っ
て
生
産

せ
ら

れ
た
も

の
が
、
軍

に
再
現

し
た

る
に
過

ぎ
鎗
。

而
し

て

ス
ミ
ス
が
此

の
如

き
誤
謬

に
陥

れ

る
は

、

マ
ル
ク

ス
に
從

へ
ば
、
其

の
根
本

に
於
て

、
勢
働

そ
れ
自
身

に
存

す

る
二
重

の
性
質

を
匠
別

せ
ざ

る
に
依

る
。
即

ち
夢

働
は

、

↓
面

に
於

て
は

、
勢
働

力
の
具
膿

化

に
依

っ
て

交
換
慣
値

を
創
造
す

る
ご
同
時

に
、
他

面
に
於

て
は

、
有

用
螢
働

こ
し

て
使

用
償
値
を
創
造
す

る
も
の
な

る
が
、

ズ

ミ

ス
が

「
年

々

の
螢

働
」

ご
謂

へ
る
場
合

に
は

、

常

に
使
用

債
値

を

創
造

す

る

一
面

の
み
を

観

る

傾
向

が
あ

る
。
成
程
、
「
年

々
の
杢
生
産
物

は
、
其

の
年

の
問

に
用

ひ
ら

れ
た

有
用
夢
働

の

結
果

で
は
あ

る
が
、
併
置
此

の

論

叢

ろ
・三

の
偵
略
論
ミ
分
配
諭

第
+
八
巻

(第

「
號

「
六
五
)

=
八
五

23)KarlMarx、IDasKapital,Bd.II,Kap.XIX,SS.

24)KarlMarx.ebenda,Bd,11,Kap.XIX,S・350・
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論

叢

・
.・
Z
の
便
緒
論
己
分
配
論

策
+
八
雅

(第

　號

一室

C

一
六
六

年
生
産

の
債
値

の

一
部

分
の
み
が
、
其

の
年

の
聞

に
創

造

さ
れ

た
の
で

め
っ
て
、
慨

の
部
分
が
即
ち

、
償
値

の
年

々
の
生
産

で
あ

る
。
…

…
然

る
に
彼

れ
は
、
此

の
昂

が

、
澱

め
供

給

さ
れ

た
る
勢
働

手
段
、
原
料

の
補
助
な
く

し

て
は

、
.不
可
能

な

る
こ
ε
を
忘

μ
、
從

っ
て

「
年

々
の
勢
働
」
は

、
其
が
何
等

か

の
慣
値

を
創
造
す

る
限
り
、

そ

れ
に
依

っ
て
完
成

さ
れ
た

る
猛
産
物

の
慣
値
至
罷

を
創

造
す

る
も

の
に

め
ら

ざ

る
こ
ご
を
忘

れ
、
債

値

の

生

産

鋤

は
.

生
産
物

の
償
値

よ
り

も
、
.よ
b
小
な

る

こ
ε
を
忘

れ
セ

の
で
あ

る
。」

資
本

主
義
的
生
産

方
法

に
あ
b

て
は
、
勢
働
者

は
、

商
品

ε
し
て
其

の
勢

働
力
を
資

本
家

に
賞
付

け
、
資

本
家

は
、
之
を
買
取

る

こ
ε
に
依

っ
て
可
愛

資
本

ε
し
て
利

用
す

る
。
此

の
勢
働

力
の
萱
却
は
、
此

の
生

産
方
法

に
於

け

る
生
産
行
程

の
開
始

で
め

っ
て
、
同
時

に
其

の
特
質

を
決
定
す

る
も

の
で

あ
る
。

か
く

の
如

く
し
て
起

っ
た
生

産
行

程

の
中

に
於

て
は

.
償
値

の
蹴

な
る
保

存

ε
、
前

彿

さ
れ

た
る
労
賃

の
複

生
産

ご
、
剰
鯨

償
値

の
生
産

ピ
が

實

現

さ
れ

る
。
從

っ
て
資
本
主
義

的
生
産
方

法
に
依

っ
て
生
産

さ
れ

起
る
商

品

の
償
値

に
は

、
第

↓
に
不
攣
資
本

の
儂
偵

分
を
含

み
、
第

二

に
可
攣
資

本
の
債
値

分
を
含

み
、
算
三

に
刺

鉄
償
直

分
を
含

む
も

の
な

る
が
、

ス
、・、
ス

に
あ

っ
て
は
、
遂

に
此

の
第

一
の
儂
櫨
分

を
逸
す

る

こ
ε

、
な
b
、
延

い
て
後

に
述

ぶ
る
が
如

く
、
國
民

の
悶

に

分
配

さ
る

べ
き
国

民
駈

得

に
関
す

る
明
確

な

る
考
察

を
快

く

こ
ε

、
な

っ
た

の
で
め
る
。

ス
ミ
ス
の
第
二
命
題
は
、
年

々
の
至
生
産
物
の
慣
値
が
同
様
の
三
部
分
に
分
解

せ
ら
れ
、.
こ
れ
が
国
民

の
牧
人

25)KarlMarx.ebenda,13d.11,Kap.XIX,S.351.
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芭
し
て
、
各
階
級

の
間

に
分
配

せ
ら

る
円

い
ふ
こ
ご
な

る
が
、
藪

に

一
定

の
年

の
生
産

物

の
償
直

に
就

て
謂

ふ
場

合

、
果

し
て
其

の
債
値

全
艦
が
,
國
氏

の
牧

入
ご

し
て
役
立

つ
も
の
な
b
や
、
換

言

せ
ば
、
國
民

の
収

入

ε
し

て

.

各
階
級

の
間

に
分
配

さ
る

べ
き
域
民
所
得

の
實
禮

は
、

果

し
て

ス
ミ
ス
の
謂

へ
る
が
如

く
、
其

の
年

に
於
け

る
生

産
物

の
全
膿

な
り
や

の
問
題

が
起

る
。
謂

ふ
ま
で
も
な

く

、
国
民
所

得

の
實
艦
を
構
成

す

る
も

の
は

.
其

の
年

に

於

け
る
生

産
物

の
中

、
生
薩
財

を
控
除

し
た

る
部

分
、

即
ち
享
樂
財

の
全
生
産

な

る
が
、
慣
旗

の
分
解

に
於

て
、

複
生
産

の
行

程

に
注
意

せ
ざ
b

し

ス
ミ
ス
に
あ
り

て
は

両
院

に
述

ぶ

る
が
如

く
、
不
攣

資
本

の
僧
笹

分
を
逸
す

る

こ
ε

、
な

b
、
從

っ
て
国
民

の
問

に
分
醍

さ
る

べ
き
国

民
所
得
は

、
此

の
不
攣
資
本

分
を
除
外
す

べ
き
も

の
な
る

こ
ε
を

ば
、
十

分

明
ら

か

に
し
得

な

か

っ
た

の
で
め
る
。

"

助

今

「
輩
純
複

生
産
」

の
場
合

に
於

て
、
二
種

の
産
業

に
就

て
見

る
に
、

【

お
O
ρ

+
戸O
O
ρ
+
一8
0
ミ
ー1
8
8

生
産

財

嵩
.
8
0
ρ
+

9

ρ
+

駅8

註
口
。。
8
0

享

樂
財

ε
す

れ
ば

、
第

一
種
生
産
物

の
傾
億

8

0
0

の
中

、

可
塑
資

本

の

贋
値

分
及

ぴ

剰
絵

暦
値

分

3
0
ρ
+
　O
o
o
ミ
ー1

8
0
0
丈

け
は

、
個

人
的
牧

人
ご
な

れ
こ

も
、
肚

會
的

牧
入

・し
は
な
ら
す
、
從

っ
て

此

の
種

の

生
産

物

の
全
贋
値

8
0
0
は

、
国
民
所
得

よ
b
除
外

さ
る

べ
き
も

の
で

あ

る
。

次
に
第

二
種
生
産

物

の
償
値

G。O
O
O
の
ヰ

、
不
攣
資
本

の
贋
値

身

P
O
O
ρ
は

、
個
人
的

牧
入

ご
は
な
ら
ざ
れ
ざ

も
肚
會

的
吸

入

ご
な

り
、
從

っ
て
此

の
種

の
生
産
物

の
全

謙

叢

ス
ミ
ス
の
償
格
論
ぞ」分
配
論
.

第
十
八
巻

(第

一
競

工
ハ
七
　

一
山八
七

27)1(ailMai『x,ebenda,13d.
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論

叢

ス
.・ー
ス
の
偵
纏
論
こ
分
配
論
.

第
十
八
巻

(第
　
號

一
⊥八
入
」

一
六
八

償
値

。。O
O
O
は

、
す

べ
て
国
民
所
得

の
中

に
包
含

さ
る

べ
き
も

の
で
あ

る
。

即
ち
右

の
場
合

に
於

て
、
国
民

の
間

に
分
配

さ
る

べ
き

も
の
は
、
.第

二
種

の
生
産
物

G。
OO
O

の
み
で
あ

っ
て
、
全
禮

の
生

産

物

ゆ
O
OO
+
。。O
O
O
障
㊤
O
OO

で
は
な

い
.
而
し

て
此

の
分
配

さ
る

べ
き

。。
0
8

は
、

面
積

の
生
産

に
於
け

る
個
人
的

牧
入

の
縮

和
、
即

ち
可
愛

資
本

・し
剰

飴
償
値

こ
の
杣
、
岩
O
Q
q
+
δ
O
O
ミ
+
9
ρ

+
駅O
ρ
匿11
。。O
O
O

に
相

當
す

る
も
の
で
、
比
熱

よ
り
見

れ
ば

、

両

種
一の
生
産
物
全
膿

の
中

よ
り
、
不
鍵
資

本

の
贋
笹

分

睡
O
Q
ρ
+
団
O
O
ρ
目
8
0
ρ

を
除

外
せ
る

も
の
で
あ

る
。

ス

ミ
ス
は
實

に
、
此

の
黙

に
關
す

る
考
察
を
飲

く
も

の
で

あ

っ
て
、

マ
ル
ク

ス
も

謂

へ
る
が

如

(
、
『
複
生
産

及
び

蓄

積

の
過
程

に
關

す

る
叙
述

に
於

て
は
、

ア
ダ

ム
・
ス

ミ

ス
は

、

其

の

先
人

特

に

ノ
ィ
ジ
オ
ク

ラ
ー

ト

に
比
し
、

い

知

多
く

の
黙

に
於

て
、
軍

に
何
等

の
進
歩

を
示

さ

貸
る
の

み
な
ら
す

、
著

し
き
退
歩
を
な

し
た
」

ど
も
謂

ひ
得

ら

る

～
で
あ
ら
う
。
.
.
.

へ

併

し
乍
ら

ス
ミ

ス
も
亦

、
後

に
至

っ
て
～
資
本

に
聞

す

る
理

論
を
考
察
す

る
場
合

、
到
底

こ
の
黙
を

看
過
し
得

な

か

つ
だ
。
『
総
牧
入
」

ε

「
純
収

入
」

ε
の
匠
別
即

ち
是

で
あ
る
。

ス

ミ
ス
は

鞘
ふ
、
『
人

な

る
國
[家

の
総

て
の

ぢ

あ

も

ミ

あ

や

ロ

住
民

の
総
牧
入
は
、
彼
等

の
土
地
及
び
勢
働
の
年

々
の
生
産
物
企
髄
を
包
含
す
る
。
純
牧
人
は
、
第

一
に
固
定
資

本
を
、
第
二
に
流
通
資
本
を
維
持
す

る
費
用
を
控
除
し
た
る
後
、
彼
等
の
自
由
に
委
せ
ら
る
＼
も
の
、
若
く
は
彼

等
の
資
本
を
侵
害
す
る
こ
ざ
な
く
し
て
、
彼
等
が
直
接
消
費
の
だ
め
に
留
保
し
た
る
基
金
の
中
に
、
入
れ
得
る
も

勘

の
で

め
る

・
:
・」

ε
。
即

ち
弦

に
謂

ふ
所

の
純
収

入

ご
ば

、
年

々
の
生
産
物

の
中

、

「
資

本
を

侵
害
す

る

こ
ざ
な

z8)KarlMarx,ehenda,Bd.1,1{ap.X工1,S.554.
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く

し
て
」

彼
等

の
直
接
清
嬰

の
基
金

ε
な
b
得

る
も

の
で
あ

っ
て
、
生
産
物

の
全
債
値

よ
り
、
資
本
を
控

除

せ
る

も

の
、
換
言

せ
ば

、
全

生
産
鵜

の
中

、
享

樂
財

に
験
す

る
も

の
で
あ

る
。
即

ち
償
値

の

↓
部
分

に
は
、
勢
賃

ξ
し

て
も
利
潤

ε
し
て
も
地

代

ざ
し
て
も
冴
解

さ
れ
す

し

て
、
資

本

ε
し
て
分
解

さ
る

、
も
の
あ

る
こ
ε
を
認

め
、

さ

.

鋤

う

し
て
此

の
部

分
は
、
『
常

に
資

本

ε
し
て
役

立
ち
、
決

し

て
牧

人
ε
し

て
役

立

っ
も
の
で
な

い
』

こ
ε
を
ば
、
暗

々
裡

に
承
認

せ
ざ

る
を

得
な

か

っ
た
。
故

に

「
若

し
も

ス
ミ
ス
に
し
て
圃
商
品

の
債
値

に
關
す

る
問
題

を
研
究

せ

る
際

に
於

て
も
.
彼

れ
が
後

に
な
し
た
る
如

く
、
複

生
産

の
全
過
程

に
於
け

る
、

債
値

の
各
構

成

部
分
の
任

務
を

研
究

し
た
b

し
な
ら
ば

、
償
値

の
或

特
定
部

分
が
収

入

ε
し

て
役
立

つ
に
反
し

、
他

の
部
分
が

永
久
に
資
本

ご
し

て
役
立

つ
も

の
な

る

こ
ε
を
ば

、
明

か
に
し
得
た

で
あ
ら

う
一

さ
う
し

て
此

の
論
理

に
從

へ
ば

、
此

の
後

の
都

聞

分
も
亦

、
同

じ
く
商
品

の
優
位

の
構

成
部
分

ε
し

て
認

め
ち

る

べ
く

、」

從

っ
て

国
民

の

牧
人

ご
し
て
各
階

級

の

問

に
分
配

さ
る

べ
き
国

民
所
得
は

、
此

の
部

分
を
除
外

す

べ
き
も
の
な

る
こ
ε
を
悟

り
得

た
で
あ
ら
う
。

最
後
に
ス
ミ
ス
の
第
三
命
題
-

勢
賃
利
潤
及
び
地
代
は
、
収
入
の
根
源

で
あ
る
ざ
共

に
、
総
て
の
交
換
贋
値

の
根
源
で
あ
る
一

は
、
彼
れ
の
償
格
論
ε
分
配
論

ε
の
關
係
に
於
て
、
最
も
注
意
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
是
等

の
三
者

が
牧
入

の
根
源

な

る
こ
ε
に
就
て
は
姑
く
別

ご

し
、
是
等

が
交

換
債
値

の
根
源
な

り

ε
な
す

に
至

っ
て
、

彼
れ

の
債
格
論
は

、
本

末
顛
倒

に
陥

っ
た

ε
謂
は

ね
ば

な
ら

兎
。
彼

れ
は
最
初

に
於

て
、
商

品

の
贋
値
は

、
是
等

論

叢

ス
ミ
ス
の
慣
略
論
こ
分
配
諭

第
十
八
巻

(第
「
號

一
六
九
)

一
六
九
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り

●

引

論

叢

入
ミ
ス
の
慣
緒
論
ミ
分
配
論

策
ト
ペ
巻

(第
「
號

一
七
〇
)

】
七
ρ

の
三
部
秀

に

「
分
解
す

る
』

(「2
2
く
αα
葺

。
)

ご
謂

ふ
。
此

の
場
合

、
横
格
は
圭

で
あ

っ
て
構
成

部
分
は
從

で
あ

る
。

然

る
に
彼
れ

が
無
造
作

に
之

ε
同
じ
意

味

に
用

ひ
た

る
、
商
品
の
償
格

は
是

等
の
三
部

分
に
依

っ
て

「
構
成

ぜ
ら

る
」

(∩o
ヨ
℃
o路
ロ

亀
)

ご
の
言
葉

は
、
既

に
、
此

の
本
末
關
係

を
曖
昧

な
ら

し
む
る
も
の
な

る
が
、
遂

に
最

後

に
至

っ
て
、
全

く
此

の
關
係
を
顛
倒

し
て
、
構

成
部

分
を

主

`
し
、
償
格

は
之

に
依

っ
て
規
制

せ
ら

る

、
こ
ε

、
な

つ
セ
。
即
ち

『
或
商

品

の
慣
格

が
、
土
地

の
地

代

、
勢
働

の
賃

銀
及
び

…
…
資
本

の
利
潤

を
ば
、
是
等

の
自

然

牽

に
從

っ
て
支

佛

ふ
に
足

る
所

の
も

の
よ
り
も

、
多

く
も
な
く
少
く

も
な

い
場
合

に
は

、
商

品
は
、
其

の
自
然

償
幣

ご
呼
ば

る

、
所

の
も

の
で
賞
ら

も

、
」

の
で
み

つ
て
、
「
自
然
偵
格

そ
の
も

の
は

、
其

の

各
構
成
部

分

・.・

鋤

の
自
然
牽

己
共

に
攣

化
す

る
」

こ
ε

、
な
り

、
最

後

に
、
各
構
成
部

分
は

『
総

て
の
交

換
償
値

の
根
源
』

ξ
な

っ

て
し
ま

つ
だ
の
で
め

る
一
換
言

せ
ば

『
商

品

の
債
値

が
牧
人

の
根
源
セ

る
代

り

に
、
牧

人

が
商
品

の
贋
値

の
根
源

、

こ
な

っ
て
、
商
品

の
領
置

ば

、
種

々
の
吸
入
を

以

っ
て
集
成

せ
ら

る

、
様

に
見

え
る
。

是
等

の
牧

入
は

、
相

互
に

稠
立

し
て
決

定
せ
ら
れ
、
從

っ
て
商

品

の
償
値
塗
麗

は
、
是
等

の
吸

入

の
償
直
程

度
の
増

加
に
依

っ
て
決
定

せ
ら

鋤

r

る

、
」

に
至

つ
陀
。

慰

に

マ
ル
ク

ス
の
批
評

せ

る
が
如

く
、

一
定

の
長

さ
の
直
線

を
三
分
す

る

こ
ε

、
、

】
定
の
長

さ
を
有
す

る
一二

直
線

を
合
し

て

一
直
線
を
作

る
こ
ご

、
は

、
同

一
で
な

い
。
前

の
場

合

、
部
分
は
塗
鵬

に
磁

っ
て
決

せ
ら

れ
、
後

の
場

合
、
全
禮
は

部
分

に
依

っ
て
決

せ
ら

る
。

ス
ミ

ス
は
笛剛
者

よ
り
出
[獲

し

て
、
遂

に
後

者

に
至

っ
π
も

の
で
る

`

32)

1〕)

陶

. Welathof,Nations,Bk、1,Ch.VII,p・57.

ibid.,BkI,Ch.VII,p・65・

KarlMarx,ebenda,Rd、1τ,Kap.XIX,S・357・
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る
。

即
ち
彼

れ
に
於
け

る
儂
格

諭
は

、
そ
の

分
配
論

が
惹

き
出

さ
る

＼
前
提

を
な

し
て
は
居

る

が
、
併

し
實
際

に

於

て
は
、

谷
側
入

の
間

に
分
配

せ
ら

る

＼
各
牧
入

の
大

さ
が
先

づ
決

定

し
て

.
然

る
後

、
是
等

の
牧

人

の
結

合

に

依

っ
て
償
値

の
大

さ
が
決
定

さ
る

、
こ
ご

、
な

っ
た
の

で
あ

る
、

然
ら

ば
、
何
故

に

ス
ミ
ス
が
此

の
如

き
轄
化

を
な
す

に
至

っ
た
の
で
あ
ら

う

か
P
想

ふ

に
此

は

ス
・、
ス
の
根
本

的
立
場

に
由

来
す

る
も

の

で
あ
ら
う

。
既

に
述

べ
た
る
如

く
、
彼

れ

に
あ

?

は
、
資
本
主
義

的
経

済
組
織
及

び

之

に
俘

ふ
生
産

過
程
ぱ

、

縄
掛

的
の

も
の
`
し
て

観

せ
ら

れ
、

之

に
樹

立
す

る
所

の

肚
會
主

義
的
絶
濟
組
織

及

び
之

に
伴

ふ
生
産

過
程

は

、
彼

れ

の
全
く
想
到

し
得

ざ

る
所

で
あ

っ
た
、
從

っ
て
彼

れ
に
あ

っ
て
は

『
生
産

過
程

に
於
け

る
種

々
の
要
素

は

、
…
…
最
初

よ
り
資
本
ま
義

的

生
産

過
程

の
特
徴

を
以

っ
て
現

れ
た
。
從

っ
て
商
品

の

債
値

に
聞
す
る
研
究
は
、

斎

に
於
て
、
此
の
積
直

の
甲
如
何
な
る
程
度
毛

が
、
投
資

々
本
の
等
償
蕩

る
か

を
考

へ
、
他
面

に
於

て
、
如

何
な

る
程
度
ま

で
が

・・

剰
鯨
儂
値

を
成
す

か
を
考

ふ
る
こ
ε

、
一
致
す

る
」

の
で

あ

る
。
此

の
見
地

よ
り
す

る
塒

は
、
自
然

に
償
値

の
各

部

分
の
大

さ
を
重
現
す

る

こ
ご

、
な
り

、
延

い
て
各
部

分

は

、
矛
識

の
裡

に
、
濁
立

射

の

『
描
威
部

分
」

ε
し

で
考

へ
ら

る

、
に
至
b

、
最
後

に
総

て
の
交

換
償
値

の

『
根

源
」

ε
し
て
現

は

る

＼
に
至
り
、
其

の
結
果

、
.各

人

の
収

入

が
、
商

品

の
債
直

よ
り
成

る
代
b

に
、
商

品

の
贋
値

.

が
、
者
人

の
吸

入

よ
b
成

る

ξ
考

ふ
る
に
至

っ
た
も

の
で
あ
ら

う
。

論

叢

ス
ミ
ス
の
慣
格
論
こ
分
配
論

第

†
八
巻

(第

一
號

一
七

ご

「
七

【

35)Ka=1Marx,ebenda,ltd.II,Kap.XIX,S.363.

い



馬

論

綬

ス
ミ
ス
の
慣
略
論
ミ
分
配
論

四

結

論

第

十
八
巻

〔第

一
號

一
七

一
ご

「
七

二

分
配
論
に
於
て
取
扱
ふ

べ
き
重
要
な
る
問
題
は
、
第

一
に
、
国
民
の
閥

に
分
配
さ
る

べ
き
國
民
所
得
の
實
禮
は

何
死

第
二
・
・
其
が
如
何
な
る
方
異

く
鑑

程
に
依
っ
て
分
配
せ
ら
桑

か
・
第
=
ぐ

恭

如
何
な
る
割

合
を

以

っ
て
分
配

せ
ら

る

＼
か
若

く
は
此

の
割
合
を

決
定
す

る
諸

事
情

は
何

か
の
問
題

な

る
が

、
是

等

の

問

題

は

、
以
上
述

ぶ
る
所

に
依

り

て
明
ら

か
な

る
如

く
、

何

れ
も

ス
ミ

ス
に
於

て
既

に
取
扱
は

る

、
所

で
あ
る
。
併

し

乍
ら

、
其

は
分
配
問
題

ε
し
て

の
特
別

の
意
義

を
以

っ
て
、
凋

立

の
地

位

に
於

て
研
究

さ

れ
た

も
の
で
は
な

く
、

何

れ
も
儂
略

論
の

下
に
包
含

せ
ら
れ
、
其

の

一
部

こ

し
て
存
在

す

る
も

の
で
あ
る
。
此

の
意
味

に
於
て
、
彼

れ
の

償
俗

論
は

、

分
配
論

の
前
提

ε
な

っ
た
も

の
で
、
殊

に
債
格

の
構
成

部

分
な

る

一
思
想
ば

、
彼

れ

に
於

て
所
謂

分

配

の
比
例
及

び
方

濫

が
論

ぜ
ら

る

、
機
縁
を

な
し

て
居

る
も
の

で
あ

る
。
併

し
乍

ら
此

の
事
は

、
麗

な

る
形
式
上

に
止
ま

る
も

の
で

る

っ
て
、
仔

細

に
吟
味
.す

る
時
は

、
却

っ
て
反
蜀

の
結
論

に
到

達
す

る
。
即

ち

ス
ミ
ス
に
あ

っ

そ

は

分
配
が
先
で

あ
h
・、

憤
格

が
後

で
あ
る
。
詳

言

せ
ば

、
資
本
主
義

的
経

濟

組
織

の
下

に
行

は

る

、
分
配
状
態

に
依

っ
て
規
制

せ
ら

る

、
各
階
級

の
牧

人
を
ば
、
絶

対

の
も
の

ε
し
て
認
識

し
、
此

の
前
提

の
下

に
立

っ
て
、
其

の
贋
略
論
を
持
成

し
た
の
で
あ

る
。
此

の
如

く
見

る
時

、

ス
ミ

ス
の
立
場
は
最

も
明
白

に
看
取

せ
ら
る

べ
く

、
同

時

に
個
人
主
義
輕

齎
學

の
鼻

狙
た

る
彼

れ
の

一
面
を

ば
、
髪
髭

せ
し
む

る
に
足
る
で
あ
ら

う

ご
信
牟

る
。


